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さくら市の国民健康保険に加入している方へ

●他の健康保険に加入した場合は手続きが必要です

▶ 医療機関等への受診

　７月中に国民健康保険の加入者全員分の資格確認書または資格情報のお知らせを世帯主
宛てに送付します。

　社会保険や共済組合等に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要
です。市民課または喜連川市民生活室でお手続きください。

資格確認書
　資格確認書を提示することで受診できます。
　限度額適用認定証等を使用する場合は一緒に提示してください。

資格情報のお知らせ
　マイナンバーカードのみで受診できます。機械の不具合等によりマイナ保険証が使えない場合、資格
情報のお知らせもしくはマイナポータルの資格情報画面をマイナンバーカードと一緒に提示することで
受診できます。資格情報のお知らせやマイナポータルの資格情報画面だけでは受診できませんのでご注
意ください。手続きなしで高額医療の限度額を超える窓口支払いが免除されます。※
※住民税非課税世帯の方が長期入院該当時に食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途手続きが必要です。

▶資格確認書が送付される方 
●マイナンバーカードをお持ちでない方
● マイナンバーカードの健康保険証利用登録を
　していない方
● マイナンバーカードの健康保険証利用登録の
　解除申請をした方
● マイナンバーカードの電子証明書の有効期限
　が切れた方

▶資格情報のお知らせが送付される方　
● マイナ保険証（健康保険証利用登録をしたマイ

ナンバーカード）をお持ちの方
※ 70歳未満の方は有効期限がないため、記載事

項に変更がない場合を除き、新たに発行されま
せん。今回送付される資格情報のお知らせを大
切に保管してください。

カード型の資格情報のお知らせ
として切り取って使用できます

詳細はこちら▲

後期高齢者医療制度の資格確認書

限度額適用認定証の更新手続きを受付しています

後期高齢者医療制度の被保険者全員に資格確認書を 7 月中に郵送します。

問 合 先 市民課（☎681−1116）

問 合 先 市民課（☎681−1116）

　後期高齢者医療制度の被保険者については、令和８年８月
の年次更新までの間は、マイナ保険証の保有状況にかかわら
ず、申請によらず資格確認書が交付され、マイナ保険証での
医療機関受付が難しい場合もこれまで通り医療を受けること
ができます。
※ 【厚生労働省「後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用

の継続について」の事務連絡により】
　現在お使いの健康保険証または資格確認書の有効期限は
7月31日までとなりますので、8月1日以降は自身で破棄
するか、市民課または喜連川市民生活室まで返却してくだ
さい。
　また、限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）
および限度額適用認定証（限度額認定証）の新規交付は終了
となりました。代わりに限度区分を資格確認書に記載する
ことができます。
　有効な減額認定証または限度額認定証をお持ちの方は、
申請することなく限度区分が記載された資格確認書を交付
します。

　「限度額適用認定証」は入院・通院の際の医
療費の窓口での支払いを、自己負担限度額まで
とするために必要な認定証です。８月以降も引
き続き使いたい場合は、再度申請が必要です。
新規発行・更新手続きは市民課と喜連川市民生
活室で受付しています。
　住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も軽
減されるため、入院前に必ず申請してください。

申込条件　次のすべてに当てはまる方

70歳未満の方
● 申請時点で前年度以前の国民健康保険税を滞

納していない
● 世帯の国民健康保険加入者全員が所得を申告

済み
70歳以上の方
● 特別療養費支給世帯（医療費の支払いがいっ

たん全額負担となる世帯）でない
● 世帯の国民健康保険加入者全員が所得を申告

済み詳細はこちら▶

問 合 先 市民課（☎681−1116）
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問 合 先 市民課（☎681−1116）

▶   対象世帯には診療月の約 3 か月後以降に支給申請のご案内（ハガキ）を郵送します

国民健康保険高額療養費の申請について

▶   領収書は大切に保管しましょう

　高額療養費とは、医療機関や薬局、施術所等 （保険の対象となるもの） の窓口で支払った額が、
一定額 （世帯によって金額は異なります） を超えた世帯に、その超えた金額を支給する制度です。

　申請の際は、領収書 （保険分合計や一部負担金、保険外の金額の内訳がわかるもの） が必要です。
内訳の記載がされていない領収書は原則使用できません。

● 均等割額とは、被保険者全員に等しく負担して
いただくものです。

● 所得割率とは、被保険者の所得に応じて負担し
ていただく所得割額を算出するために用いる割
合のことです。

● 賦課限度額とは、賦課される保険料（年額）
の上限額のことです。

後期高齢者医療制度の保険料率等について

均等割額  45,600円

所得割率  8.84％

賦課限度額  800,000円

　保険料率は、被保険者数および医療費の増加等に対応するため、2年に一度見直されます。
　令和6・7年度の保険料率等については、次のとおりです。

問 合 先 市民課（後期高齢者医療保険制度に関すること）（☎681−1116）
　　　 税務課（後期高齢者医療保険料に関すること）（☎681−1114）

▶軽減措置について
　世帯の軽減判定所得基準の引上げで、均等割額5割軽減は、30.5万円に、2割軽減は、56万円に変
わります。
　なお、後期高齢者医療被保険者の資格を取得する前日まで被用者保険の被扶養者であった方に対する
保険料軽減措置は、令和7年度も継続されます。

令和 7年度 国民健康保険税のお知らせ

　一定所得以下の世帯は、均等割と平等割について次の割合で減額されます。
　軽減制度の適用には、世帯主および国民健康保険加入者の前年中の収入の申告が必要です。

区分 改定後 比較
医療分（限度額） 660,000円 ＋10,000円

後期分（限度額） 260,000円 ＋20,000円

▶ 国民健康保険税医療分および後期分の課税限度額が変わります

▶ 国民健康保険税の軽減判定所得基準が変わります

※後期分とは後期高齢者医療制度を支援するための保険税です。（すべての加入者が対象）

区分
所得の基準（世帯主とその世帯に属する国民健康保険被保険者の総所得額の合算額）

改正後
7割軽減  改正なし　43万円＋（給与所得者等の数（※1）−1）×10万円
5割軽減  43万円＋（給与所得者等の数（※1）−1）×10万円＋30万5,000円×被保険者数（※2）
2割軽減  43万円＋（給与所得者等の数（※1）−1）×10万円＋56万円×被保険者数（※2）

※1 ： 一定の給与所得者（給与収入が55万円超）と公的年金等に係る所得を有する方（65歳未満：公的年金
収入が60万円超、65歳以上：公的年金収入が125万円（15万円の特別控除含む）を超える方）

※2： 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含む。

【低所得者の減額措置の対象となる世帯の判定方法】

問 合 先 税務課（☎681−1114）

令和7年度介護保険料（第1号被保険者）について

　制度改正により所得区分の要件に変更があります。 介護保険料の所得段階を決定する際の基準額である
８０万円が８０万９千円に変更されます。 なお、保険料率、保険料額の変更はありません。
　保険料は、必要な介護サービスを提供するための大切な財源です。皆さんのご理解ご協力をお願いします。

（単位：円）

区　分 対　象　者 保険料

第1段階
●生活保護を受給している方
●老齢福祉年金を受給している方※
● 前年中の公的年金等の収入額と前年の合計所得金額の合計が80.9万円以下の方※

18,810

第2段階 ● 前年中の公的年金等の収入額と前年の合計所得金額の合計が80.9万円を超え120万円以下の方
※ 32,010

第3段階 ● 前年中の公的年金等の収入額と前年の合計所得金額の合計が120万円を超える方※ 45,210

第4段階 ● 世帯員に住民税課税の方がいるが本人は非課税で、前年中の公的年金等の収入額と前年の合
計所得金額の合計額が80.9万円以下の方 59,400

第5段階
（基準額）

● 世帯員に住民税課税の方がいるが本人は非課税で、前年中の公的年金等の収入額と前年の合
計所得金額の合計額が80.9万円を超える方 66,000

第6 ～
13段階 　変更なし

▶ 第1号被保険者（65歳以上の方）の介護保険料

▶ 介護保険料の納め方
❶ 特別徴収（年金から天引き）の方：年金が年額18万円以上
❷ 普通徴収（納付書/口座振替）の方：年金が年額18万円未満、65歳直後、年度途中の転入、段階の変更
● 老齢（退職）年金、障害年金、遺族年金を受給の方
　 保険料の普通徴収から特別徴収への切り替えは、4月・6月・8月・10月のいずれかの月からになり、

特別徴収対象者には徴収開始前にお知らせします。口座振替をお申込みしている方でも、年金か
らの天引きが優先されます。なお、年度の前半の保険料は、前年度の保険料段階を基礎として計
算します。

※世帯全員が住民税非課税

問 合 先 高齢課（介護保険制度に関すること）（☎681−1155）
　　 　　　税務課（介護保険料の納付に関すること）（☎681−1114）
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認知症講演会 開催

問 合 先  高齢課（☎681−1155）

日時  8月19日（火）
　　　　　開場：午前9時30分
　　　　　開演：10時～正午

場所  氏家公民館ホール
定員  300名
対象  小学4年生以上

参加費  無料
申込方法  二次元コードまたは電話
申込期限  8月8日（金）

　詩人・児童文学作家の藤川幸之助氏に認知症とい
う病気や介護について、詩の朗読を交えてお話しい
ただきます。

１列目左から
● 古澤　利通（喜連川中央・理事 )
● 村上　正憲（勝山町・副会長兼会計）
● 田﨑　良美（喜連川北・会長）
● 荒川　明英（石町・副会長）
● 笹沼　英次（鷲宿・理事）
● 印南　博行（馬場六・理事）
２列目左から
● 渡辺　誠一（喜連川南・理事）
● 和氣　忠夫（大中・理事）
● 西川　敏嗣（大野東・理事）
● 樋口　洋美（大野西・理事）
● 森田　克巳（早乙女・監事）
● 大橋　克世（鍛冶ケ澤・監事）
名前のみ
● 小山　研一（櫻野一・理事）
● 加藤　誠一（北草川・理事）
● 村上　訓（松島・理事）　（敬称略）

令和 7年度区長会の新役員が決定しました

問 合 先  総務課（☎681−1111）

申込はこちら▶
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お
知
ら
せ

　
負
担
限
度
額
認
定
証
を
お
持

ち
の
方
に
は
、
7
月
中
旬
に
更

新
の
お
知
ら
せ
を
郵
送
し
ま
す
。

更
新
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
8

月
29
日（
金
）ま
で
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
認
定
要
件

　�

次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
方

❶�

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

（
世
帯
が
別
で
も
配
偶
者
が
課
税

さ
れ
て
い
る
場
合
は
対
象
外
）

❷�

預
貯
金
等
の
資
産
合
計
額
が
基

準
額
以
下（
合
計
所
得
金
額
、

年
金
収
入
額
に
よ
り
基
準
額
が

異
な
り
ま
す
）

❸�

介
護
保
険
料
を
滞
納
を
し
て
い

な
い

問��

高
齢
課

☎（
6
8
1
）1
1
5
5

　
７
月
中
旬
に
要
支
援
・
要
介

護
認
定
の
方
、
サ
ー
ビ
ス
・
活

動
事
業
（
第
一
号
事
業
）
の
対

象
の
方
へ
、「
介
護
保
険
負
担

割
合
証
」
を
郵
送
し
ま
す
。

問��

高
齢
課

☎（
6
8
1
）1
1
5
5

▼
日
時

　

�

７
月
18
日（
金
）
午
後
１
時

▼
対
象

　

�

災
害
時
避
難
行
動
要
支
援
者
名

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
、
ま

た
は
個
別
避
難
計
画
を
作
成
さ

れ
て
い
る
方（
本
人
、
緊
急
連

絡
先
、
避
難
支
援
者
）

▼
配
信
方
法

　

�

音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
、
Ｓ
М
Ｓ

※�

固
定
電
話
、
携
帯
電
話
の
両
方
を
登

録
し
て
い
る
方
は
S
M
S
の
み
配
信

　

�　

新
た
に
災
害
時
避
難
行
動
要

支
援
者
名
簿
への
登
録
を
希
望
さ

れ
る
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問��

高
齢
課

☎（
6
8
1
）1
1
5
5

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
の
更
新
手
続
き

介
護
保
険
負
担
割
合
証
は

８
月
更
新
で
す

災
害
情
報
の
テ
ス
ト
配
信

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

 開
　
催

第
35
回
鬼
怒
川
・
小
貝
川

ク
リ
ー
ン
大
作
戦

　
「
河
川
愛
護
月
間
」の
一
環

と
し
て
、河
川
に
愛
着
と
親
し

み
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
を

目
的
に
、鬼
怒
川
の
一
斉
清
掃

を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時

7
月
12
日（
土
）

　
午
前
7
時
～　
1
時
間
程
度

　
搬
入
さ
れ
た
ご
み
の
う
ち
キ

ズ
や
汚
れ
が
少
な
い
も
の
、
ま

だ
使
用
で
き
る
も
の
を
無
料
で

提
供
し
ま
す
。

▼
対
象

18
歳
以
上
の
市
内
在
住
者

▼
申
込
期
限

7
月
23
日（
水
）

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

（
土
日
・
祝
日
は
除
く
）

▼
申
込
方
法

エ
コ
パ
ー
ク
し
お
や
に
お
越
し

い
た
だ
き
、
申
込
書
を
提
出
。

�

問�

塩
谷
広
域
行
政
組
合　

エ
コ
パ
ー
ク
し
お
や

☎
０
２
８
７（
53
）７
３
７
０

再
生
品
の
提
供
事
業

こ
こ
ろ
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

　

�　
臨
床
心
理
士
が
相
談
に
乗
り

ま
す
。

▼
日
時

7
月
14
日（
月
）

❶
午
前
9
時
～　
❷
午
前
10
時
～

❸
午
前
11
時
～

▼
場
所

　
氏
家
保
健
セ
ン
タ
ー

▼
対
象

　
市
民
と
そ
の
家
族

▼
費
用

　
無
料

※一週
間
前
ま
で
に
要
予
約

▼
申
込
・
問
合
先

健
康
増
進
課

☎（
6
8
2
）2
5
8
9

▼
集
合
場
所

氏
家
ゆ
う
ゆ
う
パ
ー
ク

正
面
駐
車
場
階
段
上

問
　��建
設
課

☎（
6
8
1
）1
1
1
9

寄
付

●
社
会
福
祉
協
議
会

▼
1
4
，1
8
0
円
＝
押
上
公
民

館
サ
ロ
ン
会

▼
3
8
，9
5
7
円
＝
い
き
い
き

ク
ラ
ブ
槐
の
会

▼
2
0
，0
0
0
円
＝
連
合
栃
木

な
ん
た
い
地
域
協
議
会

●
フ
ー
ド
バ
ン
ク

▼
1
0
，0
0
0
円
＝
匿
名

●
桜
の
郷
づ
く
り
事
業

▼
1
5
，0
8
7
円
＝
氏
家
観
光

協
会 あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

子
育
て
練
習
講
座

　

子
ど
も
と
の
か
か
わ
り
方

に
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？
子

ど
も
の
褒
め
方
・
叱
り
方
の
基

礎
を
練
習
す
る
講
座
で
す
。

▼
日
時

7
月
15
日（
火
）

午
前
10
時
～
正
午

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

▼
場
所

氏
家
保
健
セ
ン
タ
ー

▼
対
象

市
内
在
住
の
未
就
学
児
か
ら
小

学
生
の
子
ど
も
を
養
育
す
る
保

護
者
等

▼
定
員

先
着
10
名

▼
受
講
料

無
料

▼
申
込・
問
合
先

　
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

☎（
6
1
6
）3
7
1
4

地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口です

問 合 先   高齢課（☎ 681−1155）

　高齢者の皆さんがいつまでも安心して生活できるよう、さまざまな相談を受付けています。社会福祉
士・主任ケアマネジャー・保健師がチームを組み、それぞれ専門的な立場で支援を行います。お気軽に
ご相談ください。

▶介護や健康のこと
●�介護保険制度
● 介護予防や健康づくり
●�介護する家族の支援　など
▶さまざまな相談ごと　
●生活全般に関する相談
●高齢者の家族や地域住民などからの相談等
●認知症のこと　など

▶権利や財産のこと　
●成年後見制度
●高齢者虐待の対応　など

地域包括支援センターエリム
受付時間  午前8時30分～午後5時30分

　　　　　（土日祝、年末年始を除く）
担当地区  氏家地区の右記以外の地区
問合先  ☎681-1150

地域包括支援センター而
に
今
こん
　

受付時間  午前9時～午後6時
　　　　　（土日祝、年末年始を除く）
担当地区   喜連川地区、押上、長久保、蒲須坂、

箱森新田、松山新田、松島
問合先  ☎685-3294
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詳
細
は
こ
ち
ら
▼

夏
休
み
期
間
中
の
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
（
学
童
保
育
）

　

夏
休
み
期
間
中
、
保
護
者
・

家
族
の
就
労
な
ど
に
よ
り
、
日

中
児
童
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う

世
帯
を
対
象
に
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
を
実
施
し
ま
す
。

▼
期
間　

７
月
19
日（
土
）～

８
月
26
日（
火
）

※
日
曜
・
祝
日
を
除
く

▼
時
間

　
午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時
30
分

　

�（
午
後
６
時
30
分
以
降
の
延
長
保

育
は
各
施
設
で
対
応
時
間
が
異

な
り
ま
す
。
直
接
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。）

▼
場
所

氏
家
・
上
松
山
・
喜
連
川
児
童

セ
ン
タ
ー

南
・
押
上
・
熟
田
小
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ

▼
申
込
先

●
氏
家
小
学
校
区

氏
家
児
童
セ
ン
タ
ー

☎（
6
1
2
）6
1
4
5

●
上
松
山
小
学
校
区

上
松
山
児
童
セ
ン
タ
ー

☎（
6
1
6
）3
6
6
0

社
会
福
祉
協
議
会
氏
家
支
部　

☎（
6
8
2
）2
2
1
7

●
押
上
・
熟
田
小
学
校
区

社
会
福
祉
協
議
会
氏
家
支
部　

☎（
6
8
2
）2
2
1
7

●
喜
連
小
学
校
区　

喜
連
川
児
童
セ
ン
タ
ー　

☎（
6
7
8
）2
6
5
1

●
南
小
学
校
区

南
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ　

☎（
6
1
2
）2
2
1
5

問�
こ
ど
も
政
策
課

☎（
6
8
1
）1
1
2
5

放
課
後
児
童
支
援
員

　
市
内
各
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
学
童
保
育
）で
働
く
放
課
後

児
童
支
援
員（
学
童
指
導
員
）

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
18
～
65

歳
ま
で
の
児
童
の
健
全
育
成
に

意
欲
の
あ
る
方
の
ご
応
募
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

　
応
募
方
法
、
勤
務
形
態
の
詳

細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問�

こ
ど
も
政
策
課

☎（
6
8
1
）1
1
2
5

 募　
集

介
護
職
員
初
任
者
研
修

　
こ
の
研
修
を
修
了
す
る
こ
と

で
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
の
介

護
の
公
的
な
仕
事
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
日
時

10
月
４
日
～
12
月
27
日
ま
で
の

毎
週
土
曜・
祝
日

令
和
8
年
1
月
10
日
修
了
式

お
お
む
ね
午
前
９
時
～
午
後
４
時

※�

そ
の
他
課
題
提
出
と
２
日
間
の
施
設

研
修
あ
り

▼
場
所

グ
ル
ー
プ
た
す
け
あ
い
エ
プ
ロ

ン
（
高
根
沢
町
）

▼
定
員

先
着
20
名

▼
受
講
費
用

８
万
円

※�
諸
要
件
を
満
た
せ
ば
全
額
助
成
を
受

け
ら
れ
ま
す

▼
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

全
１
３
０
時
間

（
通
信
課
程
40・5
時
間
を
含
む
）

▼
申
込
期
限

9
月
30
日（
火
）

▼
申
込・
問
合
先

　

�

N
P
O
法
人
グ
ル
ー
プ
た
す
け

あ
い
エ
プ
ロ
ン

☎（
6
7
6
）1
1
0
0

中
学
生
ア
メ
リ
カ
派
遣
団
員

▼
派
遣
期
間

　

�

令
和
8
年
1
月
14
日（
水
）～

　
22
日（
木
）

▼
派
遣
先

ア
メ
リ
カ　
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

ラ
ン
チ
ョ
・
パ
ロ
ス
・
ベ
ル
デ

ス
市

▼
募
集
人
数

20
名
程
度

▼
対
象

市
内
在
住
の
中
学
２
年
生

※�

市
外
の
学
校
に
通
う
生
徒
も
対
象

▼
申
込
期
限

７
月
23
日（
水
）

問
　���学
校
教
育
課

☎（
6
8
6
）6
6
2
0

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

選挙管理委員会委員が決まりました

きぬの里地内の公園の名称を変更しました

　市選挙管理委員会の委員に、次の方々が選任されました。
　今後４年間の任期の間、適正な選挙の執行や投票率向上のための啓発事業等にご尽力いただきます。
　よろしくお願いします。

坪山　昇
委員長

津浦　幸夫
委員長職務代理者

杉山　和利
委員

軽部　勝子
委員

　昨年度「さくら都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業」の完了に伴い、町名が「きぬの里」に変
更になりました。町名の変更に併せて、区画整理地内の都市公園の名称を次のように変更しました。

問 合 先  選挙管理委員会（☎681−8033）

問 合 先  都市整備課（☎681−1120）

変更前 変更後

上阿久津台地街区公園1号 きぬの里1号公園

上阿久津台地街区公園2号 きぬの里2号公園

上阿久津台地街区公園3号 きぬの里3号公園

上阿久津台地街区公園4号 きぬの里4号公園

上阿久津台地街区公園5号 きぬの里5号公園

上阿久津台地近隣公園 　 きぬの里近隣公園
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戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友

好
親
善
事
業
参
加
者

各
種
自
衛
官

県
警
察
官
・
警
察
行
政
職
員

　
日
本
遺
族
会
で
は
、
父
等
の

戦
没
し
た
旧
地
域
を
訪
れ
慰
霊

追
悼
お
よ
び
現
地
の
方
々
と
の

友
好
親
善
を
図
る
事
業
へ
の
参

加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象

　
戦
没
者
遺
児

▼
参
加
費

10
万
円

▼
申
込・
問
合
先

　
県
遺
族
連
合
会

☎（
6
2
2
）3
1
8
0

●
自
衛
官
候
補
生

▼
申
請
期
間

８
月
１
日（
金
）～
９
月
４
日（
木
）

▼
試
験
日

受
付
時
に
お
知
ら
せ

▼
試
験
会
場

宇
都
宮
駐
屯
地
お
よ
び
北
宇
都

宮
駐
屯
地

▼
応
募
資
格

18
歳
以
上
33
歳
未
満

●
一
般
曹
候
補
生

▼
受
付
期
間

●
警
察
官

▼
申
請
期
間

7
月
11
日（
金
）～
8
月
15
日（
金
）

▼
試
験
日

9
月
21
日（
日
）

▼
試
験
会
場

県
警
察
学
校

●
警
察
行
政
職
員
等

▼
受
付
期
間

7
月
11
日（
金
）～
8
月
15
日（
金
）

▼
試
験
日

9
月
28
日（
日
）

▼
試
験
会
場

県
庁
研
修
館
等

申
込
は
こ
ち
ら
▼

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

 募　
集

7
月
１
日（
火
）～
９
月
2
日（
火
）

▼
試
験
日

一
次
試
験

９
月
14
日（
日
）、15
日（
月・祝
）

二
次
試
験

10
月
18
日（
土
）、
19
日（
日
）

※�

い
ず
れ
か
の
１
日

▼
試
験
会
場

宇
都
宮
駐
屯
地

▼
応
募
資
格

18
歳
以
上
33
歳
未
満

問
　���自
衛
隊
栃
木
地
方
協
力
本
部

大
田
原
地
域
事
務
所

☎
0
2
8
7（
22
）2
9
4
0

都市計画の構想の縦覧および公聴会の実施

　県が決定する都市計画の構想について、縦覧と公聴会を実施します。
　意見申出書を提出することができるほか、希望する方は公聴会で公述人として意見を述べることがで
きます。

名称  
❶�さくら都市計画区域の整備、開発および保全の

方針（さくら都市計画区域マスタープラン）
❷区域区分の変更
対象区域  市内全域
縦覧期間  7月15日（火）～ 29日（火）

　　　　　（土日・祝日を除く）

提出方法   意見の趣旨、理由および公述人となる
意思の有無を記入し、持参または郵送

▶公聴会
日時  8月29日（金）午後６時30分
場所  市役所第2庁舎　2階　第1・2会議室

※公述を希望する方がいない場合は、開催しません。

さくら市の人口
令和7年6月1日現在

（前月比・毎月人口推計）
■人　口
■男
■女
■世帯数

43,819人（＋20人）
22,728人（＋18人）
21,091人（＋  2人）
17,318世帯（＋26）

■転入
■転出
■出生
■死亡

144人
110人
21人
35人

問
　���さ
く
ら
警
察
署
警
務
課

☎（
6
8
2
）0
1
1
0

提 出・問 合 先  県土整備部都市政策課（☎623−2465）
 　  矢板土木事務所企画調査課　（☎0287−44−2189）
 　  都市整備課（☎623−2465）

人権擁護委員の退任者・新任者のご紹介

　人権擁護委員の福
ふく

田
だ

　雅
まさ

章
あき

さん（栄町）が退任されました。
　福田さんは令和４年7月から3年間、多くの人権啓発活動
や相談業務に貢献されました。大変お世話になりました。
　後任として、山

やま
口
ぐち

　昭
あき

子
こ

さん（喜連川）が7月1日付で法務
大臣から、新たに人権擁護委員に委嘱されました。よろしく
お願いします。

サクラを守ろう！STOPクビアカツヤカミキリ

問 合 先  生活環境課（☎681−1126）

問 合 先  福祉課（☎681−1160）

▶ どんな被害があるの？
　クビアカツヤカミキリの幼虫が樹木内部に
入り込み、樹木の内部を食い荒らすことで、
樹木が弱り枯れてしまいます。被害があると
幼虫が樹木を食い荒らした際に出る糞や木く
ずが混じった「フラス」が排出されるので、
目印となります。

▶ 被害を受ける可能性がある樹木
サクラ、ウメ、モモ、スモモ、プルーン、アンズ、
サクランボ、アーモンド
※他樹木への被害は確認されていません。

▶ 成虫の特徴
●  全体が光沢のある黒色で、クビの部分が赤い。　
● 成虫は６月～８月に現れる。
● 体長は２～４ｃｍ　
※成虫を見つけたら踏みつけるなど捕殺してください。　

▶ 被害（フラス）を見つけたら
　被害にあった樹木は、幼虫が羽化しないよ
うネット巻きした上で、他の樹木に被害が及
ばないよう、伐採する必要があります。
　伐採のための補助金がありますので、お問
合せください。

　令和6年度は1本の樹木に被害が確認され、伐採済みです。

お願い

被害が拡大すると農産物に影響を及ぼすほ
か、花見ができなくなる可能性もあります。
対象樹木の所有者は、フラスがないかご
確認ください！

フラス▲ クビアカツヤカミキリの成虫▲

報告はこちら▲

山口　昭子 委員▲

詳細はこちら▲

クビアカツヤカミキリを発見した方は、
報告フォームからお知らせください。
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市営住宅入居者募集

申込期間  7月1日（火）～8日（火）
　　　　　午前8時30分～午後5時（平日のみ）
　　　　　※ 申込者多数の場合は抽選会（7月10日（木））

を開催します。

入居時期  8月1日（金）
申込方法

申込書（建設課・喜連川市民生活室で配布、市ホー
ムページからも入手可）に必要書類を添付し、建
設課にお申込みください。また、申込条件があり
ますのでお問合せください。

問 合 先   建設課（☎ 681−1119）

「ゆめ！さくら博&福祉まつり」出店・出演者募集

　誰もが生きやすい「共生社会の実現」に向け、今年も「ゆめ！さくら博」と「福祉まつり」を合同開
催します。参加資格や申込方法の詳細は市ホームページを確認するか、生涯学習課にお問合せください。

※内容は、変更になる場合があります。

日時  10月18日（土）、19日（日）
　　　　　午前10時～午後2時

場所  氏家公民館・氏家体育館・屋外
申込方法   申込用紙（生涯学習課・氏家公民館

で配布、市ホームページから入手可）
に必要事項を記入し、生涯学習課ま
たは氏家公民館に提出。

※ 昨年、福祉まつりに参加された出店者については、
社会福祉協議会より案内通知が送付されます。

問 合 先  ゆめ！さくら博(生涯学習課） （☎686−6621）
　　　　福祉まつり（社会福祉協議会）（☎686−2670）

住 宅 名 上阿久津

募集戸数 1戸

完成年度 平成15年

階     数 2階建

間 取 り 3DK

家     賃 17,500円～26,100円

単身入居 不可

敷     金 家賃3か月分

ゆめ！さくら博 福祉まつり

内容

●体験コーナー
●作品展示
● 発表（音楽、ダン

ス、舞踊）

●福祉施設紹介
●福祉体験
●模擬店

申込
期間 7 月 18 日（金）

詳細はこちら▶

無料相談案内（7月） ※相談は、無料でお受けします。
※秘密は守ります。

相　談 内　容 連絡先

虐 待 相 談
（ 随 時 受 付 ）

児童虐待
⃝こども家庭センター　こども家庭相談係　☎616−3714
＊休日、夜間の緊急時
⃝児童相談所虐待対応ダイヤル　☎189

障がい者虐待
⃝福祉課　障がい者虐待防止センター　☎681−1161
＊休日、夜間の緊急時
⃝福祉課　☎090−5554−6968・☎090−1996−4484

高齢者虐待
⃝地域包括支援センター而

に

今
こん

　☎685−3294
　（喜連川地区、押上、長久保、蒲須坂、箱森新田、松山新田、松島）
⃝地域包括支援センターエリム 　☎681−1150（上記以外）
⃝高齢課　☎681−1155

相　談 場　所 連絡先

教 育 相 談 喜連川支所
学校教育課

学校教育課
☎686−6620

生活困窮相談 社会福祉協議会氏家支部☎601−7123

ひきこもり相談 社会福祉協議会氏家支部☎682−2217

困 り ご と
全 般 の 相 談

地域共生センター SAKUTOMO
☎612−3557

無戸籍の相談 市民課　☎681−1115

相　談 場　所 連絡先
女 性 相 談

市役所相談室 こども政策課
☎681−1125ひとり親相談

児童家庭相談 さくらっこ子育て
相談ルーム

（氏家保健センター内）

こども家庭センター
☎616−3714

妊 娠・ 出 産・
育 児 の 相 談

こども家庭センター
☎616−3732

消 費 者
ト ラ ブ ル

市役所
第２庁舎２階

消費生活センター
☎681−2575

相　談 内　容

法 律 相 談
（ 要 予 約 ）

法律的な諸問題の相談 日  18日（金）午後1時～ 4時30分  場  氏家福祉センター  定  7名
申  1日（火）午前9時～ 社会福祉協議会氏家支部 ☎682−2217

心 配 ご と
相 談 所

行政・人権・民生の各委員が相談対応  日  10日（木）午前9時30分～ 11時30分
場  喜連川社会福祉センター 問  社会福祉協議会氏家支部 ☎682−2217

も の 忘 れ 相 談 会 もの忘れや認知症に関する相談  日  17日（木）午後2時～ 4時 場  喜連川図書館
問  高齢課☎681−1155

ふ く し の 相 談 室
コ ン タ る ー む

（ 要 予 約 ）

障害をお持ちの方で日常で困っていること、福祉サービスや就労・就学に関すること 
日  8日（火）午前10時～正午、午後1時～3時 場  喜連川公民館 定  4名
申  障害者相談支援センター桜花　☎612−3488
　  障がい者支援センターふれあい　☎681−6666

地域若者サポート
ス テ ー シ ョ ン

若者の就労・ひきこもりに関する相談  日  9日（水）・16日（水）・23日(水)
午後1時～ 4時 場  氏家福祉センター 問  NPO法人キャリアコーチ ☎0287−47−5200

更生保護サポート
セ ン タ ー

犯罪・非行防止等に関する相談 日  2日（水）・9日（水）・16日（水）・23日（水）
午前９時～午後4時 場  問  塩谷地区保護司会サポートセンター ☎612−3575
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